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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第141期
第２四半期
累計期間

第142期
第２四半期
累計期間

第141期
第２四半期
会計期間

第142期
第２四半期
会計期間

第141期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高又は完成工事高 (百万円) 5,047 2,775 2,957 1,267 10,910

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 125 △516 123 △392 374

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) 96 △1,273 107 △1,142 198

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) 5 53 4 21 6

資本金 (百万円) ― ― 1,402 1,402 1,402

発行済株式総数 (株) ― ―
（普通株式）
173,142,890

（普通株式）
173,142,890

（普通株式）
173,142,890

純資産額 (百万円) ― ― 1,498 327 1,601

総資産額 (百万円) ― ― 11,043 9,563 11,819

１株当たり純資産額 (円) ― ― 8.66 1.90 9.25

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 0.56 △7.36 0.62 △6.60 1.15

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 13.6 3.4 13.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 466 305 ― ― △313

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 541 △40 ― ― 528

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,280 △533 ― ― △838

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 873 253 521

従業員数 (名) ― ― 133 139 138

(注) １  売上高又は完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

２  第142期第１四半期会計期間より売上高の表示を完成工事高へ変更しております。

３  第141期の「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。また、第142期第２四半期累計期間及び第142期第２四半期会計期間については、１株当た

り四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重

要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 139

(注)  従業員数は就業人員数で表示しており、他社から当社への出向者（３名）を含み、使用人兼務取締役（２名）及

び執行役員（３名）は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社サクラダ(E01360)

四半期報告書

 3/29



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

    鋼構造物 1,179 ―

    その他 17 ―

合計 1,197 ―

(注) 生産高は、契約価格を技術的に測定した実際工事量の出来高を示しており、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当第２四半期会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％)受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

    鋼構造物 380 ― 4,620 ―

    その他 17 ― ― ―

合計 398 ― 4,620 ―

(注) 金額は契約価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

    鋼構造物 1,249 ―

    その他 17 ―

合計 1,267 ―

(注) １  主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
　

相手先

前第２四半期会計期間

相手先

当第２四半期会計期間

販売高(百万円)割合(％) 販売高(百万円)割合(％)

国土交通省 761 25.8東日本高速道路株式会社 352 27.8

(独)鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

523 17.7三井造船鉄構工事株式会社 126 10.0

愛知県 341 11.6　 　 　

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日(平成22年11月12日)現在において当社が判断した

ものであります。

　

（1）当第２四半期会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につい

て重要な変更はありません。

　

（2）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

継続企業の前提に関する事項に記載のとおり、当社は、当第2四半期累計期間において、売上高の減少に

よる損失の発生が避けられず、４億39百万円の営業損失、５億16百万円の経常損失および12億73百万円の

四半期純損失を計上しております。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状

況が存在しております。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

  橋梁業界は、ここ数年来続いております公共事業費の削減と、昨夏の政権交代による公共事業の見直し

等の影響から、市場規模の縮減が当社の予想を超える速度で進み、鋼橋の発注量は大幅に減少しておりま

す。加えて発注ロットの大型化により発注件数も減少する等、依然として受注競争は熾烈さを極めており

ます。

  このような状況下、当社は千葉県・東京都・JR東日本および民間工事等を受注いたしましたが、国土交

通省を中心とした大型物件の獲得には至らず、受注実績は当初目標を大きく下回る結果となりました。こ

の結果、第２四半期会計期間（平成22年７月～平成22年９月）の橋梁受注高は前年同期比12億84百万円

減の３億80百万円（前年同期比77.2%減）、総体として12億73百万円減の３億98百万円（前年同期比

76.2%減）に留まり、前年同四半期会計期間受注高を大きく下回る結果となりました。

  完成工事高は、前期末受注残高が減少したこと、また当期における受注不振の影響等により、橋梁では

前年同期比17億２百万円減の12億49百万円（前年同期比57.7%減）、総体では前年同期比16億90百万円減

の12億67百万円（前年同期比57.2%減）となりました。

  損益面では、完成工事高の大幅な減少により、営業損失は３億54百万円（前年同四半期営業利益は１億

64百万円）、経常損失は３億92百万円（前年同四半期経常利益は１億23百万円）となりました。また四半

期純損失につきましては、売上高の減少に加え、繰延税金資産を見直したことから法人税等調整額が増加

し11億42百万円（前年同四半期純利益は１億７百万円）となりました。

  当社はこれらの状況を打開するため、受注の獲得を最優先課題とし、入札結果の徹底した分析を行うと

ともに組織体制の見直しを図る等、全社総力を挙げて受注活動に取り組んでおります。第３四半期以降

も、国土交通省を中心に多くの大型物件の入札が予定されており、新体制下の営業・技術提案部署を中心

に全社員の英知を結集し、下半期の受注獲得に向けて邁進してまいります。

  これに加え財務基盤の強化策として、市川本社工場の売却および移転について具体的な検討を進めて

おり、既に複数の購入希望先と交渉を行っております。この市川本社工場の売却が実現いたしますと、固

定資産の売却益の発生が見込まれ、当期純損益の改善が可能となります。また売却代金を借入金の返済に
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充当することにより、当社が抱える多額の有利子負債を圧縮することができ、財務体質の改善を図ること

が可能となります。さらに工場売却後の移転先としては、千葉県内を候補地として検討を進めており、現

在当社が保有する八街置場の機能も工場移転先に集約することで生産の効率化が実現できれば、より一

層のコスト削減に資するものと期待しております。

 

（2）財政状態の分析 

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ22億55百万円減少し95億63百万円（前事

業年度末比19.1％減）となりました。この主な要因は、現金預金2億67百万円及び完成工事未収入金18億

14百万円が減少したことによるものであります。

  負債については、前事業年度末に比べ9億82百万円減少し92億35百万円（前事業年度末比9.6％減）と

なりました。流動負債は55億64百万円となり、前事業年度末に比べ14億49百万円減少しました。この主な

要因は、支払手形1億81百万円、短期借入金4億21百万円、工事未払金8億21百万円が減少したことによるも

のであります。固定負債は36億71百万円となり、前事業年度末に比べ4億67百万円増加しました。この主な

要因は、繰延税金負債7億4百万円の増加、長期借入金2億32百万円の返済による減少によるものでありま

す。

  純資産については、前事業年度末に比べ12億73百万円減少し3億27百万円（前事業年度末比79.5％減）

となりました。この主な要因は、12億73百万円の四半期純損失を計上したことによるものであります。こ

の結果自己資本比率は3.4％となりました。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前年同四半期

会計期間末と比べ６億19百万円減少し２億53百万円となりました。

当第２四半期会計期間（平成22年７月～平成22年９月）における各キャッシュ・フローの状況とそれら

の主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果減少した資金は１億22百万円（前年同四半期は64百万円の減少）となりました。この

主な要因は、売上債権の減少により４億９百万円資金が増加したものの、税引前四半期純損失３億93百万

円の計上及び仕入債務２億89百万円の減少により資金が減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果減少した資金は31百万円（前年同四半期は５億59百万円の増加）となりました。この

主な要因は、固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果減少した資金は２億32百万円（前年同四半期は８億35百万円の減少）となりました。

この主な要因は、長期借入金の返済によるものであります。
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（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

　

（5）研究開発活動

当第２四半期会計期間における当社の研究開発活動の金額は629千円であります。

  なお、当第２四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

（6）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を解消、改善するための対応策

当社は、当第２四半期累計期間において、売上高の減少による損失の発生が避けられず、４億39百万円

の営業損失、５億16百万円の経常損失および12億73百万円の四半期純損失を計上しております。当該状況

により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当該状況を解消すべ

く、受注の獲得を最優先課題とし、入札結果の徹底した分析を行うとともに組織体制の見直しを図ってお

り、新体制下の営業・技術提案部署を中心に全社員の英知を結集し、受注獲得に向けて邁進しておりま

す。これにより売上高の増加を図ることに加え財務基盤の強化策として、市川本社工場の売却および移転

について具体的な検討を進めており、既に複数の購入希望先と交渉を行っております。この市川本社工場

の売却が実現いたしますと、固定資産の売却益の発生が見込まれ、当期純損益の改善が可能となります。

また売却代金を借入金の返済に充当することにより、当社が抱える多額の有利子負債を圧縮することが

でき、財務体質の改善を図ることが可能となります。しかしながら、受注獲得に向けた諸施策の効果が現

れるのは今後開札を迎える工事であること、また市川本社工場の売却については、売買契約の締結には

至っていないことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

  当社といたしましては、当該不確実性を出来るだけ速やかに払拭できるよう全社を挙げて鋭意努力し

てまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

  当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、第１四半期会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等につい

て重要な変更はありません。

  また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 518,197,540

計 518,197,540

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 173,142,890173,142,890
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数1,000株

計 173,142,890173,142,890― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

      該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

      該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

      該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年９月30日 ― 173,142 ― 1,402 ― ―

　

(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

川岸工業株式会社 東京都港区東新橋１丁目２番13号 14,508 8.37

サクラダ取引先持株会 千葉県市川市二俣新町２１番地 3,241 1.87

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 1,440 0.83

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 1,409 0.81

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,243 0.71

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口３)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,153 0.66

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口６)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,152 0.66

中尾  江里 大阪府吹田市 1,026 0.59

表原  弘 徳島県徳島市 1,002 0.57

上田  ミチエ 栃木県宇都宮市 1,000 0.57

計 ― 27,174 15.69
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 139,000
 

―
株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式　

172,617,000
　

172,617 同上

単元未満株式 普通株式 386,890
　

― 同上

発行済株式総数 173,142,890― ―

総株主の議決権 ― 172,617 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式754株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社サクラダ

千葉県市川市二俣新町21
番地

139,000― 139,000 0.08

計 ― 139,000― 139,000 0.08

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 30 31 26 24 23 21

最低(円) 26 23 22 21 18 17

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役  常務執行役員

(資材部・工事部担当)

常務取締役  常務執行役員

(営業統括部・営業技術室・

資材部・工事部担当)

山本  潤 平成22年９月10日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年

建設省令第14号）に準じて記載しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人

日本橋事務所による四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない

程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

  ①資産基準          0.1％

  ②売上高基準        0.1％

  ③利益基準          0.1％

  ④利益剰余金基準    0.1％
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 253 521

受取手形 8 －

完成工事未収入金 3,440 5,255

未成工事支出金 75 80

原材料及び貯蔵品 13 14

前渡金 19 31

繰延税金資産 － 41

未収入金 30 131

その他 64 52

流動資産合計 3,905 6,128

固定資産

有形固定資産

建物 2,170 2,169

減価償却累計額 △1,654 △1,635

建物（純額） 515 533

構築物 1,498 1,498

減価償却累計額 △1,139 △1,128

構築物（純額） 358 370

機械及び装置 2,883 2,881

減価償却累計額 △2,629 △2,600

機械及び装置（純額） 253 280

車両運搬具 64 64

減価償却累計額 △61 △60

車両運搬具（純額） 3 4

工具、器具及び備品 195 191

減価償却累計額 △154 △149

工具、器具及び備品（純額） 40 42

土地 4,301 4,301

建設仮勘定 27 －

有形固定資産合計 5,501 5,532

無形固定資産

電話加入権 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産

投資有価証券 115 115

関係会社株式 34 34

その他 8 9

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 157 158

固定資産合計 5,658 5,690

資産合計 9,563 11,819
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 397 578

工事未払金 308 1,130

短期借入金 4,050 4,471

1年内返済予定の長期借入金 464 464

未払費用 68 69

未払法人税等 8 10

未払消費税等 － 70

未成工事受入金 29 133

賞与引当金 61 57

工事損失引当金 161 1

その他 14 25

流動負債合計 5,564 7,013

固定負債

長期借入金 2,089 2,321

退職給付引当金 733 737

環境対策引当金 10 10

繰延税金負債 833 129

その他 4 5

固定負債合計 3,671 3,204

負債合計 9,235 10,218

純資産の部

株主資本

資本金 1,402 1,402

資本剰余金

その他資本剰余金 12 12

資本剰余金合計 12 12

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,074 198

利益剰余金合計 △1,074 198

自己株式 △12 △12

株主資本合計 327 1,601

純資産合計 327 1,601

負債純資産合計 9,563 11,819
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 5,047 －

売上原価 4,543 －

売上総利益 503 －

完成工事高 － 2,775

完成工事原価 － 2,898

完成工事総損失（△） － △122

販売費及び一般管理費 ※
 303

※
 316

営業利益又は営業損失（△） 199 △439

営業外収益

受取利息及び配当金 0 0

その他 0 1

営業外収益合計 1 1

営業外費用

支払利息 71 76

その他 4 3

営業外費用合計 75 79

経常利益又は経常損失（△） 125 △516

特別利益

前期損益修正益 6 －

固定資産売却益 0 －

その他 － 0

特別利益合計 6 0

特別損失

固定資産除却損 6 0

事業構造改善費用 23 5

特別損失合計 30 5

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 101 △522

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 － 745

法人税等合計 5 751

四半期純利益又は四半期純損失（△） 96 △1,273
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【第２四半期会計期間】
(単位：百万円)

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 2,957 －

売上原価 2,635 －

売上総利益 321 －

完成工事高 － 1,267

完成工事原価 － 1,461

完成工事総損失（△） － △194

販売費及び一般管理費 ※
 157

※
 160

営業利益又は営業損失（△） 164 △354

営業外収益

受取利息及び配当金 0 0

その他 0 0

営業外収益合計 0 0

営業外費用

支払利息 38 37

その他 2 0

営業外費用合計 41 38

経常利益又は経常損失（△） 123 △392

特別利益

その他 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

固定資産除却損 0 0

事業構造改善費用 13 2

特別損失合計 13 2

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 110 △393

法人税、住民税及び事業税 2 2

法人税等調整額 － 745

法人税等合計 2 748

四半期純利益又は四半期純損失（△） 107 △1,142

EDINET提出書類

株式会社サクラダ(E01360)

四半期報告書

17/29



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

101 △522

減価償却費 64 66

固定資産除売却損益（△は益） 6 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 5 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 △4

工事損失引当金の増減額（△は減少） △16 160

支払利息 71 76

売上債権の増減額（△は増加） △221 1,580

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △94 6

仕入債務の増減額（△は減少） 81 △1,002

前渡金の増減額（△は増加） 591 12

未収入金の増減額（△は増加） 45 101

未払消費税等の増減額（△は減少） △33 △70

その他 △24 △18

小計 548 389

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △72 △73

法人税等の支払額 △10 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー 466 305

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △27 △38

子会社株式の売却による収入 570 －

その他 △0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 541 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △397 △300

長期借入金の返済による支出 △232 △232

自己株式の取得による支出 △651 △0

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,280 △533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △272 △267

現金及び現金同等物の期首残高 1,145 521

現金及び現金同等物の四半期末残高 873 253
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

橋梁業界は、ここ数年来続いております公共事業費の削減と、昨夏の政権交代による公共事業の見直し

等の影響から、市場規模の縮減が当社の予想を超える速度で進み、鋼橋の発注量は大幅に減少しておりま

す。加えて発注ロットの大型化により発注件数も減少する等、依然として受注競争は熾烈さを極めており

ます。このような状況下、当社は技術提案に関する専門部署における専属の技術者を増員する等、受注獲

得に向けた受注強化策に取り組んでまいりました。しかしながら、受注実績は当初目標を大きく下回る結

果となり、当第２四半期累計期間において、売上高の減少による損失の発生が避けられず、４億39百万円

の営業損失、５億16百万円の経常損失および12億73百万円の四半期純損失を計上いたしました。当該状況

により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社は当該状況を解消すべく、受注の獲得を最優先課題とし、入札結果の徹底した分析を行うとともに

組織体制の見直しを図っており、新体制下の営業・技術提案部署を中心に全社員の英知を結集し、受注獲

得に向けて邁進しております。これにより売上高の増加を図ることに加え財務基盤の強化策として、市川

本社工場の売却および移転について具体的な検討を進めており、既に複数の購入希望先と交渉を行って

おります。この市川本社工場の売却が実現いたしますと、固定資産の売却益の発生が見込まれ、当期純損

益の改善が可能となります。また売却代金を借入金の返済に充当することにより、当社が抱える多額の有

利子負債を圧縮することができ、財務体質の改善を図ることが可能となります。

  しかしながら、受注獲得に向けた諸施策の効果が現れるのは今後開札を迎える工事であること、また市

川本社工場の売却については、売買契約の締結には至っていないことから、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。

  なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日  
至  平成22年９月30日)

会計方針の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年３月31日 企

業会計基準第18号)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成20年３月

31日 企業会計基準適用指針第21号)を適用しております。

  これによる、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

　

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日  
至  平成22年９月30日)

（四半期損益計算書関係）

      前第２四半期累計期間において、表示しておりました「売上高」、「売上原価」及び「売上総利益」につき

ましては、当第２四半期累計期間では科目の表示を実態に即してより明確にするため、「完成工事高」、「完成

工事原価」及び「完成工事総損失(△)」に変更しております。

　

当第２四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22年９月30日)

（四半期損益計算書関係）

      前第２四半期会計期間において、表示しておりました「売上高」、「売上原価」及び「売上総利益」につき

ましては、当第２四半期会計期間では科目の表示を実態に即してより明確にするため、「完成工事高」、「完成

工事原価」及び「完成工事総損失(△)」に変更しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

該当事項はありません。 ―――――

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　

前第２四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

 ※ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 役員報酬 21百万円 　

　 従業員給料手当 104  〃 　

　 賞与引当金繰入額 19  〃 　

　 退職給付費用 10  〃 　

　 支払手数料 46  〃 　

　

 ※ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 役員報酬 21百万円 　

　 従業員給料手当 114  〃 　

　 賞与引当金繰入額 21  〃 　

　 退職給付費用 12  〃 　

　 支払手数料 46  〃 　

　

　

第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

 ※ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 役員報酬 10百万円 　

　 従業員給料手当 53  〃 　

　 賞与引当金繰入額 9  〃 　

　 退職給付費用 6  〃 　

　 支払手数料 27  〃 　

　

 ※ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 役員報酬 10百万円 　

　 従業員給料手当 60  〃 　

　 賞与引当金繰入額 11  〃 　

　 退職給付費用 6  〃 　

　 支払手数料 26  〃 　
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

    現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残高

と当第２四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係（平成21年９月30日現在）

現金預金 873百万円

現金及び現金同等物 873百万円

    現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残高

と当第２四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係（平成22年９月30日現在）

現金預金 253百万円

現金及び現金同等物 253百万円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 173,142,890

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 139,754

　

３  新株予約権の四半期会計期間末残高

    該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

    該当事項はありません。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

    該当事項はありません。
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(金融商品関係)

当第２四半期会計期間末

(平成22年９月30日)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前

事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

(リース取引関係)

当第２四半期会計期間末

(平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第２四半期会計期間末

(平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期会計期間末

(平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
  至 平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

関連会社に関する事項

第２四半期累計期間

　

前第２四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 24百万円 関連会社に対する投資の金額 24百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 32  〃 持分法を適用した場合の投資の金額 86  〃

持分法を適用した場合の投資利益の金額 5  〃 持分法を適用した場合の投資利益の金額 53  〃

　

第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 24百万円 関連会社に対する投資の金額 24百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 32  〃 持分法を適用した場合の投資の金額 86  〃

持分法を適用した場合の投資利益の金額 4  〃 持分法を適用した場合の投資利益の金額 21  〃
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(企業結合等関係)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
  至 平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

  当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)
　

貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等のうち一部については、退去時における原状回復に係る

債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確ではなく、現在のところ移転等

も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務

に見合う資産除去債務を計上しておりません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成21年３

月27日 企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成20年３月21日 企業会計基準適用指針第20号)を適用しております。

　

当社の報告セグメントは、鋼構造物（橋梁およびその他の鉄構物）の設計、製作、組立、据付ならびに販売

を主な事業とする単一セグメントであるため、セグメント情報については、省略しております。

　

(賃貸等不動産関係)

当第２四半期会計期間末

(平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 １円90銭
　

　 　

　 ９円25銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 327百万円 1,601百万円

普通株式に係る純資産額 327百万円 1,601百万円

普通株式の発行済株式数 173,142,890株 173,142,890株

普通株式の自己株式数 139,754株 136,555株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数

173,003,136株 173,006,335株

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

第２四半期累計期間

　

前第２四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ０円56銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―  円
　

１株当たり四半期純損失金額 ７円36銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―  円
　

(注)１  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期累計期間は潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、当第２四半期累計期間については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失(△)

96百万円 △1,273百万円

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)

96百万円 △1,273百万円

普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ― 百万円

普通株式の期中平均株式数 173,011,155株 173,004,765株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

平成21年６月29日開催の
株主総会決議により取得
した自己株式(A種優先株
式16,400,000株およびB
種優先株式50,000株)を
平成21年７月28日付けで
消却しております。

―
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第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ０円62銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 円
　

１株当たり四半期純損失金額 ６円60銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 円
　

(注)１  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期会計期間は潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、当第２四半期会計期間は１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失(△)

107百万円 △1,142百万円

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)

107百万円 △1,142百万円

普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ― 百万円

普通株式の期中平均株式数 173,009,919株 173,004,044株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

平成21年６月29日開催の
株主総会決議により取得
した自己株式(A種優先株
式16,400,000株およびB
種優先株式50,000株)を
平成21年７月28日付けで
消却しております。

―
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

　

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月13日

株式会社サクラダ

取締役会  御中

　

     監査法人日本橋事務所
　

指 定 社 員
公認会計士 板  橋  正  志    印

業務執行社員

　

指 定 社 員
公認会計士 小  倉      明    印

業務執行社員

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サクラダの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第141期事業年度の第２四半期会計期間(平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サクラダの平成21年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
追記情報

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、会社は第１四半期会計

期間より売上工事高及び完成工事原価の計上基準の変更を行っている。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

株式会社サクラダ

取締役会  御中

　

      監査法人日本橋事務所
　

指 定 社 員
公認会計士 板  橋  正  志    印

業務執行社員

　

指 定 社 員
公認会計士 小  倉      明    印

業務執行社員

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サクラダの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第142期事業年度の第２四半期会計期間(平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30

日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サクラダの平成22年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は第２四半期累計期間において、売上高の

減少による損失の発生が避けられず、営業損失439百万円、経常損失516百万円及び四半期純損失1,273百

万円を計上している。そのため継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要

な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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